
万円の
特別定額給付金

申請はお早めに!
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、家計への支援を目的とした
「特別定額給付金」を給付しています。

受給者（世帯主）のマイナンバーカードが必要です。 令和2年5月14日に受給者（世帯主）宛てに郵送して
います。

申請方法は2種類あります。どちらかお選びください。

オンライン申請
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【問い合わせ】 特別定額給付金専用電話 ℡0296-71-8220　時間 午前8時30分～午後5時（土・日・祝日を除く）

郵送申請
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笠間市にお住まいの、すべての方へ。お一人につき

専用サイト（マイナポータル）にアクセス
します。

右下の角をめくって申請書を切り離し、
必要事項を記入します。

同封された返信用封筒に入れて郵送します。

申請書の裏面に、本人確認書類と振込先
口座の確認書類の写しを貼り付けます。

10万円

申請内容を入力し、振込先口座の確認書類
（画像）をアップロードします。

※申請手順の説明動画が
　こちらから見られます。

※電子署名で本人確認をするため、本人確認
　書類は必要ありません。

※確実に振り込まれるよう、振込口座の確認や金融機関
　との調整のため時間を要しますのでご了承願います。

※申請期限を過ぎると、給付されませんのでご注意ください。

給付対象者
1人につき

指定された口座に振り込まれます。

申請期限は、オンライン・郵送ともに 令和2年8月18日（火） です。

給付額
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